
内

閣

府

○

令
第
一
号

法

務

省

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
省
関
係
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
務
大
臣

山
下

貴
司

法
務
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置

を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

法
務
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定

内

閣

府

め
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法

務

省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年

[

条
を
加
え
る
。]

法
律
第
百
七
号
）
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規

則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
。
以
下
「
入
管
法
施
行
規
則
」
と
い
う

。
）
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項

の
下
欄
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
法
務
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「

高
度
専
門
職
省
令
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
研
修
の
在
留
資
格
に
伴
う
在
留
期
間
に
係
る
入
管
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
二
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
診

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
国
家
戦
略
特
別
区

療
用
粒
子
線
照
射
装
置
海
外
輸
出
促
進
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
本

域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略

邦
の
公
私
の
機
関
が
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
研
修
外
国
医
師
等
（
外
国
に
お
い
て

特
別
区
域
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
海
外
輸
出
促
進
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規

医
師
、
看
護
師
又
は
診
療
放
射
線
技
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
っ

定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
診
療
用
粒
子
線
照

て
、
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関

射
装
置
研
修
外
国
医
師
等
（
外
国
に
お
い
て
医
師
、
看
護
師
又
は
診
療
放
射
線
技
師

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等

大
臣
の
許
可
を
受
け
て
診
療
の
用
に
供
す
る
陽
子
線
又
は
重
イ
オ
ン
線
を
照
射
す
る

に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二

装
置
（
以
下
「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の

十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
診
療
の
用
に
供

修
得
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
臨
床
修
練
外
国
医

す
る
陽
子
線
又
は
重
イ
オ
ン
線
を
照
射
す
る
装
置
（
以
下
「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装

師
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
医
療
で
用
い
る
放
射
線
に
係
る
物
理
工
学
の
専
門
的
知

置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
「

識
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
臨
床
修
練
外
国
医
師
等

診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
医
療
で
用



と
共
に
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
し
よ
う
と
す
る

い
る
放
射
線
に
係
る
物
理
工
学
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
診
療

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
入
れ
て
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
係
る
知

用
粒
子
線
照
射
装
置
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
と
共
に
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
係

識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に

る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

入
れ
て
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
係
る
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
事
業
を
い

認
定
の
日
以
後
は
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
研
修
外

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
計

国
医
師
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
入
管
法
別

画
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け

表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
在
留
資
格

た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
診
療
用
粒
子
線

に
伴
う
在
留
期
間
は
、
入
管
法
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
、

照
射
装
置
研
修
外
国
医
師
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
に

一
年
、
六
月
又
は
三
月
と
す
る
。

つ
い
て
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別

表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
を
決
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
在
留
資
格

に
伴
う
在
留
期
間
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年

法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
、
一
年
、
六
月
又

は
三
月
と
す
る
。

[

一
・
二

略]
[

一
・
二

同
上

]

（
特
別
加
算
の
規
定
の
適
用
に
係
る
高
度
専
門
職
省
令
の
特
例
）

第
三
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
高

[

条
を
加
え
る
。]

度
人
材
外
国
人
受
入
促
進
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、
関
係
地
方
公

共
団
体
が
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
（
当
該
関
係
地
方
公
共
団
体
が
、
当
該
特
定
事
業

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
に
関
す
る
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
支
援
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
高
度
人
材
外
国
人
の
受
入
れ
を

促
進
し
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
を

図
る
事
業
を
い
う
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を



申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
機
関
が
契

約
機
関
又
は
活
動
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
高
度
専
門
職
省
令
第
一
条
第
一
項
各

号
及
び
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

合
計
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
し
た
も
の
に
、
十
点
を
加
算
し
た
も
の
」
と

す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


